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1. はじめに 

企業による人権侵害をめぐる問題は、ジャニーズ事務所における長年の加害行為の告発

を契機に、日本国内でもかつてないほどの社会的関心を集めるようになりました。企業

の説明責任と被害者救済の必要性が広く認識されるなか、多くの企業が日弁連のガイド

ラインに基づく「第三者委員会」を設置し、外部の視点から事実関係を調査し提言を行

うことが標準的な対応として定着しつつあります。 

 

第三者委員会は、「企業等から独立した委員のみで構成され、徹底した調査を実施した

上で、専門的な知見と経験に基づいて原因を分析し、必要に応じて具体的な再発防止策

を提言する」ことを目的とした仕組みです。企業の主導によって迅速な調査が可能とな

る点は、大きな利点の一つとされています。また、第三者委員会は「経営者等のためで

はなく、すべてのステークホルダーのために調査を実施し、その結果を対外的に公表す

ることで、最終的には企業の信頼回復と持続可能性の確保を目指す」ことを使命として

掲げています。 

 

しかしながら、こうした理念とは裏腹に、第三者委員会には制度的な限界が内在してい

ることも指摘されています。とりわけ、手続きの中立性と信頼性の確保は大きな課題で

す。たとえば、委員の選任権が企業側にあることから、その選任プロセスの透明性が担

保されにくく、調査の公正性に対する疑念が生じる余地があります。また、調査費用を

企業が全額負担する構造も、調査結果の受け止め方に影響を及ぼしやすい要素です。企

業に対して配慮的な結論が導かれるのではないか、あるいは逆に、外部からの批判をか

わすために過度に厳しい内容になるのではないかといった不信感が生まれやすく、報告

書の正当性や社会的説得力を損なうリスクがあることも否定できません。 

 

 

さらに本質的な問題は、調査報告書に法的拘束力がなく、被害者が実質的な救済を得ら

れる仕組みが存在しないことです。たとえ不適切な行為が認定され、提言がなされたと

しても、それが加害企業に対する制裁や再発防止策の実行、そして何よりも被害者の権

利回復につながるとは限りません。こうした状況は、国連が 2011 年に採択した「ビジネ

スと人権に関する指導原則（UNGPs）」が掲げる「救済へのアクセス」の核心部分――

被害者が公正かつ有効な救済を受ける権利――に、第三者委員会という手法が制度的に

応えることができていないという重大な問題を浮き彫りにしています。 
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こうした制度的ギャップを埋める新たな手段として、国際的に注目されているのが「ビ

ジネスと人権」に関する仲裁制度です。とりわけ、常設仲裁裁判所（PCA）が策定した新

しい仲裁規則は、企業と被害者の間にある構造的不平等を前提に、透明性・中立性・参

加性を確保した仕組みとして整備されており、持続可能で実効的な救済の実現を目的と

しています。 

 

そこで本稿では、第三者委員会の役割を補完し、UNGPs の要求を充足するための仕組み

として、PCA による「ビジネスと人権仲裁」の意義と制度設計、そしてその日本におけ

る活用可能性について検討します。 

 

2. ハーグ常設仲裁裁判所（PCA）のビジネスと人権に関する仲裁制度の背景 

常設仲裁裁判所（PCA）がビジネスと人権に関する仲裁制度の整備に乗り出した背景には、

現代の国際社会における深刻な構造的課題と、それに応える制度的必要性がありました。 

 

2.1  PCAの歴史的背景 

常設仲裁裁判所（PCA、Permanent Court of Arbitration）は、1899年の第 1回ハーグ平和会

議で設立された、国際紛争の平和的解決を目的とする機関です。19 世紀末の第一次グ

ローバル化時代に、帝国主義や国家間の対立が激化し、戦争のリスクが高まる中、武力

衝突を回避するための国際的な紛争解決メカニズムの必要性が認識されました。この背

景から、1899年のハーグ条約（1907年に改訂）に基づき PCAが創設され、仲裁や調停を

通じて国家間、または国家と企業・国際機関などの非国家主体間の紛争を解決する枠組

みを提供しています。 

 

PCA は、国際法を基盤に、中立かつ専門的な仲裁手続きを行うことで知られています。

特に、投資協定に基づく投資家対国家の紛争解決（ ISDS）や、国境紛争、海洋法

（UNCLOS）関連の仲裁で重要な役割を果たしてきました。例として、南シナ海仲裁

（フィリピン対中国、2016 年）が挙げられます。本部はオランダのハーグにあり、平和

宮に設置されています。PCA は常設の裁判所という名称ですが、実際には仲裁人や調停

者をケースごとに選任する柔軟な制度であり、国際司法裁判所（ICJ）とは異なり、特定

の裁判官を常時置くわけではありません。これにより、多様な紛争に対応可能な枠組み

を提供しています。 

 

2.2  「ビジネスと人権に関する指導原則（UNGPs）」 

2011 年、国連人権理事会は「ビジネスと人権に関する指導原則（UNGPs）」を採択し、

企業による人権尊重の責任と国家による人権保護義務を明確にしました。しかし、実務

の現場では、多国籍企業による人権侵害に対して、被害者が国内外の司法制度を通じて

実効的な救済を受けることは依然として困難です。特にグローバル・サウスに暮らす住

民や労働者にとっては、資金、法的支援、証拠アクセスの不足など、制度的・構造的に

不利な条件が重なり、企業の本国で訴訟を起こすハードルは極めて高いのが現状です。 

こうした救済アクセスのギャップを埋める新たな手段として、2017 年以降、国際仲裁と

人権に関する新たな制度設計が議論されてきました。人権専門家や国際仲裁の実務家、

法学者らの主導により、企業と人権をめぐる紛争に特化した仲裁制度の構想が本格化し、

常設仲裁裁判所（PCA）もこれに事務局として関与。2020 年には、「ビジネスと人権に

関するハーグ仲裁規則（The Hague Rules on Business and Human Rights Arbitration）」が公

表されました。 

 

この仲裁規則は、UNCITRAL 仲裁規則をベースにしつつ、人権問題に固有の非対称性、

透明性、関係者の参加性などに配慮した特別な設計がなされています。PCA が本制度に

取り組む背景には、以下の要因が複合的に存在します。 
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• 国家司法制度による対応の限界：国境を越えた構造的な人権侵害に対応するには、

中立的かつ信頼性の高い国際的な紛争解決手段が求められていたこと。 

• PCA の実績と中立性：国家間紛争や投資仲裁において長年の経験と信頼を有してお

り、その知見を人権紛争にも活かせる体制が整っていたこと。 

• 企業のニーズの変化：ESG投資やサステナビリティ経営の進展に伴い、企業側も人権

リスクへの対応や、非対立的な紛争解決手段を重視するようになってきたこと。 

 

ハーグ仲裁ルールのもとでは、被害者となる個人や地域コミュニティが企業またはその

関連主体を相手取り、国際仲裁という場を通じて救済を求めることが可能となります。

ただし、従来の商事仲裁とは異なり、仲裁合意の成立、手続の公開性、費用負担の在り

方など、制度運用上の課題も指摘されています。 

 

とりわけ、被害者側の経済的負担を軽減するためには、費用支援の仕組みや第三者資金

提供（TPF）、専用基金の創設といった制度整備が不可欠です。これらの整備が、制度の

持続可能性と実効性を左右する重要な要素となります。 

 

実際に、2013 年にバングラデシュのラナプラザ工場が崩壊した事件を契機として、ブラ

ンド企業と労働組合が締結した「International Accord（国際協定）」に基づき、少なくと

も 2 件の人権関連仲裁が PCA で実施されたと報告されています。しかしながら、現在の

ところこうした実施例は限られており、制度としての普及には至っていません。 

 

今後の普及に向けては、企業が自社の人権方針や契約文書に仲裁条項を盛り込む動きが

広がるかどうか、さらに EU で進められている企業の人権デューデリジェンス義務

（CSDDD）との整合性の確保も重要な論点となるでしょう。 

 

PCA によるこの取り組みは、単なる紛争解決手段の一つにとどまらず、経済活動と人権

保護の接点において、新たな国際秩序の形成に寄与する試みといえます。今後、企業と

人権の調和を実現するうえで、PCA の役割は一層重要性を増していくことが期待されま

す。 

(次号に続く) 

 

 

◆ One Asia Lawyers ◆ 

「One Asia Lawyers Group」は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的

なリーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。

One Asia Lawyers Group は、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有

し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シー

ムレスなリーガルサービスを提供しております。  

この記事に関するお問い合わせは、ホームページ https://oneasia.legalまたは info@oneasia.legal まで

お願いします。 

なお、本ニュースレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ

・メンバーファームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の

個人的見解であり当グループ・メンバーファームの見解ではございません。一般的情報としての

性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係

る問題については、必ず各メンバーファーム・弁護士にご相談ください。 
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◆ アジア ESG/SDGsプラクティスグループ ◆ 

One Asia Lawyersは、ESG・SDGsと人権 DDに関して、東南アジア・南アジア・オセアニアなどの

海外においても、各国の法律実務に精通した専門家が、現地に根付いたプラクティカルなアドバ

イス提供およびニューズレター、セミナーなどを通じて情報発信を行っています。ESG・SDGs・

人権 DD に関連してご相談がございましたら、以下の各弁護士までお気軽にお問い合わせくださ

い。 

 

<著者／アジア ESG/SDGsプラクティスグループ> 

 

齋 藤 彰 

One Asia Lawyers Group 顧問 

弁護士・神戸大学名誉教授・CEDR 認定調停人 

 
大手海運会社で北米・紅海・欧州向けの自動車専用船の運行管理を経験した

のち、研究者への転身を決意。神戸大学法学研究科で比較契約法・国際取引

法・国際 ADR 等の教育研究に従事し、学生の国際模擬仲裁大会参加等を促

進することにより、法律学のグローバル化に努めてきた。また法科大学院生

の海外インターンシップ制度や英語による LL.M.プログラムの創設を主導し

た。その間に、ICC 仲裁及び調停の実務にも従事し、英国を代表する ADR 

機関であるCEDR の調停スキルトレーニング（CEDR MST）の日本での初の

実施に尽力した。2018 年からOne Asia Lawyers の顧問に就任し、実務・教

育・研究の架橋に勤めてきた。ビジネスと人権及び海外腐敗慣行防止に向け

た規律枠組みの最新動向の調査研究にも取り組んでいる。 

akira.saito@oneasia.legal 

 

難 波 泰 明 

弁護士法人 One Asia 大阪オフィス パートナー弁護士 

アジア ESG/SDGs プラクティスグループ リーダー 

 
国内の中小企業から上場企業まで幅広い業種の企業の、人事労務、紛争解

決、知的財産、倒産処理案件などの企業法務全般を取り扱う。個人の顧客に

対しては、労働紛争、交通事故、離婚、相続等の一般民事事件から、イン

ターネット投稿の発信者情報開示、裁判員裁判を含む刑事事件まで幅広く対

応。その他、建築瑕疵、追加請負代金請求などの建築紛争、マンション管理

に関する理事会、区分所有者からの相談や紛争案件も対応。行政関係では、

大阪市債権管理回収アドバイザーを務めるなど、自治体からの債権管理回収

に関する個別の相談、研修を担 当。包括外部監査人補助者も複数年にわた

り務め、活用賞を受賞するなど、自治体実務、監査業務にも精通している。 

yasuaki.nanba@oneasia.legal 

06-6311-1010 

 

佐野 和樹 

One Asia Lawyers パートナー弁護士（日本法） 

ミャンマー・マレーシア統括 

アジアESG/SDGsプラクティスグループ 
 

2013年よりタイで、主に進出支援・登記申請代行・リーガルサポート等を行

うM&A Advisory Co., Ltd.で3年間勤務。2016年のOne Asia Lawyers設立時に参

画し、ミャンマー事務所・マレーシア事務所にて執務を行う。2019年にミャ

ンマー人と結婚し、現在はミャンマーに居住しながらミャンマー・マレーシ

ア統括責任者として、アジア法務全般のアドバイスを提供している。  

kazuki.sano@oneasia.legal 
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